
　

令和6年6月1日現在

○介護保険利用者負担金  （2割負担の場合は2倍、3割負担の場合は3倍になります）

加　算　費　用　の　項　目

リハビリテーションマネジメント加算１ イ 180単位 月

リハビリテーションマネジメント加算２ ロ 213単位 月

リハビリテーションマネジメント加算３ 月

短期集中リハビリテーション実施加算 日

退院時共同指導加算 回

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 回

【介護予防訪問リハビリテーション】

　費　用　の　項　目

短期集中リハビリテーション実施加算 日

退院時共同指導加算 回

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 回

長期利用減算 回

600単位
病院又は診療所に入院中の方が退院するに当たり、当事業所の医師又は理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士が退所前カンファレンスに参加した場合

600単位
病院又は診療所に入院中の方が退院するに当たり、当事業所の医師又は理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士が退所前カンファレンスに参加した場合

リハビリ職員のうち勤続年数が7年以上のスタッフの配置の場合

利用者もしくは家族がリハビリ会議に参加し、訪問リハビリテーション計画について、

医師が利用者又は家族に対して説明をした場合

200単位

－30単位

6単位

単位

介護予防訪問リハビリテーションの利用が12月を超える場合

リハビリ職員のうち勤続年数が7年以上のスタッフの配置の場合

退院（所）日又は認定日から起算して3月以内の期間に集中的な個別リハビリ訓練を

1回あたり20分以上行った場合（週２回以上）

算　定　内　容　等

要介護１～5基本料金

訪問リハビリテーション費

1回（20分以上）
308単位

基本料金

介護老人保健施設 合歓の木

利用者もしくは家族がリハビリ会議に参加し、訪問リハビリテーション計画について、

リハビリスタッフが利用者又は家族に対して説明をし、当該計画の同意を得た日の属する月

から起算して6ヶ月を超えた場合、3ヶ月に１回以上、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビ

リテーション計画の見直しを行い、その計画を厚生労働省へ提出しフィードバックを活用した

場合

利用者もしくは家族がリハビリ会議に参加し、訪問リハビリテーション計画について、

リハビリスタッフが利用者又は家族に対して説明をし、当該計画の同意を得た日の属する月

から起算して6ヶ月を超えた場合、3ヶ月に１回以上、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビ

リテーション計画の見直しを行った場合

算　定　内　容　等

270単位

利用料金のご案内

【訪問リハビリテーション】

介護予防訪問リハビリテーション費

1回（20分以上）
298単位

要支援１～2

6単位

退院（所）日又は認定日から起算して3月以内の期間に集中的な個別リハビリ訓練を

1回あたり20分以上行った場合（週２回以上）

単位

200単位


